
学位 申請論文 の審査結果 の要 旨

本審 査委員 会(以 下、「委 員会 」)は 、京都 府 立大学学位 規程12条 に基づ いて以 下の とお

り審査 の内容 を研 究科会議 に報 告す る。

【評価 】

1.論 文 の概 要 につい ては、別 添 の 「学位論 文 の要 旨」 を参照 して いただ きたい。

2.論 文 の特徴 として 、次 の2点 を指 摘す るこ とがで き る。

①今 日、 日本 では、 労働 力不 足 を背 景 に外 国人 労働 者 の受入れ 拡大 が急速 に進 め られて

お り、外 国人 の出入 国 ・在 留管理 の在 り方 に、社会 的 関心 が高 ま ってい る。論 文 は、ま さ

に、 この問題 を論 じる もので あ り、 日本が直 面 してい る外 国人受入 れ政策 の立案 にあた っ

て、多 くの示 唆 を与 える もの であ る。

②論 文 は、 出入 国管理 行政 におい ては 国に広範 な裁 量 が ある と し、それ を前提 として、

論 旨を展 開 して い る。 国の広範 な裁量 の枠 内で の研 究で あ るこ とを 自覚 し、 それ を意識 的

に行 って い るものは、先行 研究 に例 を見 ない と言 って も過 言 ではな い。 こ うした特徴 は、

田中氏 の経歴 と深 くか かわ ってい る と考 え られ る。 田中氏 は、法務 省 の職 員 と して、15年

近 くに渡 り、 出入 国管理 の実務 に従事 して お り、実務 を通 じて得 た 問題意 識 に基づ いて研

究 を深 め、論 文 を完成 させ た。 国 の広範 な裁 量 を前 提 とす る研究 は 、実務 家 と して の 田中

氏 の研 究 姿勢 、す な わち、現実 を直視 し、現 実 に及 ぼす影響 力 を重視す る姿勢 に由来 す る

と考 え られ る。

3.論 文 の優 れ てい る点は、 以下 の点で あ る。

① 出入 国管理 の実務 に従事す る中で培 った経験 と知識 、問題意識 に基 づ き、現場 の状況

を見据 えた上で 、有用 な政策提 言 を行 って い るこ と。

② 日本 の出入 国管理行 政 を歴 史的 に検 証 し、 「朝鮮 人 の 日本 国籍 を喪失 させ た措 置」(第

2章)、 「世界 同時不況 時 に 日系人 の再入 国を認 めない措 置」(第3章)、 「不法滞 在者 に対す

る措置 」(第4章)に つい て問題点 を明 らか に し、具体 的 な改善提案 を行 ってい る点。

③ 日系人 受入れ 制度 の政策 立案 過程 につ いて、元 法務省 高官へ のイ ンタ ビュー を通 じて

政策 立案 の意 図 を明 らかに してい るこ と、 な どで あ る。

4.論 文 の課題 は、次 の とお りで ある。

①論 文 で用 い られて い る 「国益」 の概 念 につい て、意 味内容 を吟 味す る必要 が あ る。

② 田中氏 自身 が公 開審 査会 の報告 におい て述べ ていた よ うに、 田中氏の 問題 意識 の延 長

線上 の課題 と して、「短絡 的な 国益 追及 が どの よ うに して意 思決定 され るのか」を実証 的 に

明 らか に してい く必要 があ る。

③公 開審査 会 で も指摘 が あった、諸 外国 の出入 国管理制度 と日本 のそれ との比較 を通 じ

て、 日本 の制 度 の 「在 り方」 を検 討す る必要 が ある。

④人 権保 障 を倫 理的 な問題 と して扱 うの では な く、法 的な 問題 と して捉 え、国 の広範 な

裁量 との関係 を考 察す る必要 があ る、な どであ る。

【公 開審査会 の状 況 】

2月27日(水)午 後2時30分 か ら4時20分 まで、本 学第5講 義 室 にて公 開審査 会 が行
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われ た。

ア)最 初 に、 司会(中 島委員)が 審査 会の進 め方等 につ いて説 明 を行 い、続 いて、 田中氏

がパ ワー ポイ ン トお よび配布資料 に基 づ き約45分 間の報告 を行 った。報 告 は、① 問題 の所

在 、② 研究 の視 点、③研 究方法 、④研 究結果 、⑤今 後の課題 とい う5つ の項 目につい て、

順 々に行 われ た。

イ)桂 委員 の コメ ン トと質 問、質 問 に対 す る回答

その後 、まず 、桂委 員 が論 文 につい ての コメ ン トと質 問 を行 い、田中氏が質 問に答 えた。

[コ メ ン ト]コ メ ン トは次 の とお りで あ る。

①入 国管理 の実 務 に従 事す る こ とを通 じて得 た知識 ・経 験 と問題 意識 に基 づい て、法 学

的 な検 討 と実態分析 か ら出入 国管理行 政の 問題 点 を明確化 し、外 国人受入 れ の在 り方 に関

して現場 の問題 に即 した提案 を して い る。

②論 文 の特長 は、a.過 去 の問題 事例 の検討 に よる歴 史 的 なアプ ロー チ を一 部採用 してい

る こと、b.不 法滞在 と労働 者保護 に関連す る政策決 定プ ロセ スを元法務省 高官へ のイ ンタ

ビュー な ども交 えなが ら明 らかに してい る こ と、c.退 去 強制手続 に よる外 国人 の長 期収容

に対す る基本 的人権 の問題 につ いて法 的側 面か らの詳細 な検討 を行 ってい る こ と、d.そ れ

らの問題 に対 し具 体的 な改善提案 を行 って い るこ と、 な どで あ り、 これ らか ら、本 論文 の

オ リジナ リテ ィは高い と評 価す る。

[質 問 と回答]質 問 と回答 の要 旨は、以 下の通 りで あった。

質問① 論 文 で繰 り返 し述べ られ てい る 「国益 」 とは一 体何 か。

回答:論 文 中で、先行研 究 か ら引用 した 「自国の存立 を維持 し、 自国及び 自国 民の利益

を保持 、擁護 す る こ と」 とい う定義 が比較 的妥 当で ある と考 えてい る。論 文 で留意 した の

は、人権 はで きるだ け保 障 され るのが良 く、内外人 平等 もさ らに進 む のが 良い と考 え るも

のの、地球 上 に主権 を有 す る国家 が数 多 く存 在 し、競合 的 関係 に ある とい う現実 を踏 ま え

なけれ ば、出入 国管理 を考察す るにあた り、核 心 に触 れ ない もの になって しま う、 とい う

こ とで ある。

質問② 出入 国管理 に係 る 「広範 な裁 量 」が是認 され る範 囲につ いて ど う考 え るか。

回答:出 入 国管理 一般 に認 め られ る裁 量権 の範 囲 は、一般論 と しての裁 量権 の逸 脱 ・

濫用 となる範 囲 に加 え、入管 法 に法務 大 臣が判 断す る 旨規 定 されて い る趣 旨な どか ら して、

比較 的広範 に認 め られ る と考 え る。

質問③ 田中氏は、退 去強制 手続 に よる長 期収容 が人権 の観 点か ら問題 であ る ことを認

めつ つ、「秩序 を乱す 事案 」へ の対策 と して保 安上 問題 のあ る被収容 者 の 自由を これ まで以

上 に制 限す る とい う提案 を してい るが、人権 侵害 を さらに深刻化 させ るのでは ないか。

回答:提 案 は、① 問題 ある被収容者 をそ うではない被 収容者 か ら分離す るこ と、②危

険 に応 じた 自由の少 ない、かっ 、保安 上支 障の ない状態 が実現 で きる堅牢 な施 設へ の移 送

であ り、非 人道 的な もので はない。送 還で きない ことが長期 収容 の温床 に なってい る こ と

は事 実で あ るので、送還 を促進 す るこ とが政 策 の一般 方針 と して定 め られ るべ きで あ る。

質問④ 収 容施 設 の在 り方 と して、「日本弁護 士連合 会 のイ ギ リス にお ける、よ り自由の

多 い収 容施設 に係 る研 究は、一考 に値す る」(論 文133頁)と して い るが 、論 文 の 中で 、そ

の内容 は検討 され て いない。検討 す る こ とが有益 では なか ったか。

回答:確 か に、イ ギ リス の収 容施設 の検討 は有益 で あった と思 われ る。 しか し、 それ を
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詳述す る と論 文 の焦点 が定 ま らな くな るた め、取 り上 げなか った。

質問⑤ 「違法 で はない が不 当な措 置」 は ど うす れ ば回避 でき る と考 えるか。

回答=「 短絡 的 な国益追及 が どの よ うに して意 思決 定 され てい くのか」を掘 り下 げて研 究

してい くことで 、回避す る方 法 も明 らか にな ってい くので はないか と考 えてい る。

ウ)川 勝委 員 の コメ ン トと質問 、質 問に対す る回答

続 いて 、川 勝委 員が論 文 につ いて の コメ ン トと質 問 を行 い、 田中氏 が質 問に答 えた。

[コ メン ト]ま ず、 「田中論 文 の貢献 」 と して、以 下の コメ ン トが あった。

① 問題意識 が明確 で 、実務家 らしいプ ラクテ ィカル な視 点 を重視 した政策研 究 であ り、

入管 法改正 に よる外 国人の受入 れ が急 務 な 日本 に示 唆 を与 える、時宜 を得 た研 究 であ る。

②幕 末期 に まで遡 り、 出入 国管理 の起源 と今 日まで の変遷 を丹念 に文献調査 し、歴 史的

経緯 を踏 ま えた政 策立案 のプ ロセス を検 討 してい る。

③在 日朝鮮 人 の 日本 国籍喪失 問題 、不況 時の 日系人 「再 入 国」拒 否 問題 、長期収 容 問題

等 の事 例 を詳 細 に分析 し、 出入 国管理 の広範 な裁量 が 「公 正性」 の観 点か ら問題 が あ るこ

とを析 出 してい る。

④ ② と③ を踏 ま えて、出入 国管理 が適 切 に運 用 できれ ば、「国益の追 求」 と 「外 国人 の

人権保 障 お よび 労働 者保護 」 が両立可 能 な部 分が あ るこ とを解 明 し、具 体的 な解 決策 を提

示 してい る。

次 いで 、 「田中論文 の課題 」 につ い て、以 下の コメ ン トがな され た。

① 出入 国管理行 政 の歴 史 に関す る記 述 は、一次 関連資料 に依拠 す る部分 が少 ない。

②研 究 の素材 が、政策 立案者 の文献 や政府 資料 、国会会議 録等 に偏 重 してお り、学術的

な意 味 がやや 不 明確 で あ る。

③外 国語 文献 のサーベ イ が行 われ てお らず 、本研 究 の国際的 な位 置 づ けが不 明 であ る。

④今 後 の出入 国管理(外 国人 の受入 れ)に つい て検 討す るので あれ ば、経験 豊富 な諸外

国の教 訓 に学ぶ方 法 もあった ので はないか。

[質 問 と回答]質 問 と回答 の要 旨は、以 下の通 りで あった。

質問① 本 研 究か ら析 出 され た教 訓 を踏 ま える と、「国益 の追求 」と 「外 国人 の人 権保 障

お よび労働者保 護 」 とが両立 可能 な部 分 を拡 大す るには ど うすれ ば よいの か。

回答:桂 委員 の質 問⑤へ の 回答 と共通 す る(「短絡的な国益追及 が どのよ うにして意思決定

されてい くのか」を掘 り下 げて研 究 してい くことで方法が明 らかになる)と 考 えて い る。

質問② 全 体 を通 じて検討 して きた結果 が、第5章 の政 策提案 の どの部分 に どの よ うに

生 か され 、提 案 につ ながって い るのか。

回答:総 合 的 な受入れ 政策 の必要性 を示 したサイ クル 図は 、第5章 ま での考察 に基づ い

て 自分 が作成 したオ リジナル な図で あ る。また、た とえば、「綿密 な将来予測 の必要 性」 と

い う政 策提案 は、 「日系人 の再入 国 を認 めない政 策」 の考察 に基づ くものであ る。

質問③ 外 国人 の受入 れそ の ものに、 まだ国 民的 な コンセ ンサス がない 中で、具 体的 に

どの よ うな合 意形成 のプ ロセ スを形成 す る こ とが有 効 なのか。

回答:国 民へ の広報 が何 よ りも大切 で あ る。 出入 国管理 につ いて理解 して も らえ るよ う

に努 めて い くべ きで ある。 決 定まで のプ ロセ ス も、 もっ と公 開 してい くべ きで ある。

エ)出 席者 か らの意 見 と質 問、質 問 に対 す る回答

次いで 、出席者 か ら質 問や意 見が 出 され 、質 問につい て回答 が行 われた。
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吉岡真佐樹 氏(本 学公 共政策 学部教授)か ら、今 日の国政 をめ ぐる議論 で使 用 され てい

る 「国益」 と論文 の 「国益」 とで は違 いが あ るのか、 とい う質 問が あった。 田中氏 は、桂

委員 か らの 「国益 」 につ いて の質 問に対す る回答 と同様 の回答 を した。

長谷 川豊 氏(本 学公共 政策学 部准教授)か ら、裁 量 の行使 を制約 す る 「公 正」 の概 念 が

重要 で ある とい う指摘 と 「公 正」を どの よ うに捉 えてい るのか とい う質 問が あった。また 、

「長期 収容 」 にお ける 「長期 」 とは どれ くらい の期 間 を指す のか、 国際的 な基 準 と 日本 と

では違 い があ るのか とい う質 問が あった。 田中氏 は、 「公 正 」の概念 につ いて、 「少 な く と

も、外 国人 に約束 した こ とを一 方的 に破 棄す る措置 は公正 で ない と考 え る」 と回答 した。

長期収 容 につい ては、「日本 におい て も国際機 関におい て も、6か.月 を超 える収容 を長 期収

容 とす るのが一般 的で あ る」 と回答 した。

窪 田好 男氏(本 学公共 政策学 部教授)か ら、外 国人受入 れ の 「在 り方」 をテーマ にす る

のであれ ば、諸外 国 の出入国管理 制度 の紹介 やそれ らと 日本 の比 較 を行 うべ き であった 、

との指 摘 があ った。

最 後 に、 中島審 査委員 か ら、人権保 障 を倫 理的 な問題 と して扱 うのでは な く、法 的な 問

題 として検討 すべ きで あ る との発 言 があ った。

【審査 結果 の報告 】

委員 会 は、以 上の審 査委員 に よる論 文審査 と公 開審査 を通 じて、田中氏の強 い問題意識 、

一貫 した論 旨 と研 究 の蓄積 を確認 す る と ともに
、論 文 は、公 共政 策学研 究科 「博士 の審査

基準 」 にお ける 「博 士学位 論文 の評価 の基準 」 に照 らして、博士 学位論 文 に相 当す る もの

であ る と判 定 した。 よって、委員 会 は、 田中氏が博 士(公 共政策 学)の 学位 に値す る もの

と判 断す る。
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